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仕事と生活の両立支援や女性の活躍推進
にかかる助成金情報（概要）

仕事と家庭
の両立支援
に取り組む
中小企業事
業主(注1)

育児休業取得者の代替要員を確保
し、育児休業取得者を復帰させる

「取組目標」を達成した上で、「数値
目標」を達成したすべての事業主

中小企業両立支援助成金
　代替要員確保コース
支給対象労働者１人あたり30万円

期間雇用者にも正社員と同等の要件
での育児休業制度を設け、期間雇用
者の育児休業取得者を復帰させる

中小企業両立支援助成金
　期間雇用者継続就業支援コース
1人目40万円、2～5人目15万円

育休復帰プランナーの支援を受け
て育休復帰支援プランを作成し、育
児休業取得後復帰させる

中小企業両立支援助成金
　育休復帰支援プランコース
休業取得時30万円、復帰時30万円

女性の活躍
推進に取り
組む事業主

自社の女性の活躍に関する「数値
目標」、「数値目標」の達成に向けた
取組内容（「取組目標」）等を盛り込
んだ「行動計画」を策定し、計画に
沿った取組を実施して取組目標を
達成する中小企業事業主(注2)

女性活躍加速化助成金
　加速化Ａコース
支給金額30万円（1事業主1回限り）

女性活躍加速化助成金
　加速化Ｎコース
支給金額30万円（1事業主1回限り）

※助成金により対象事業主が異なりますのでご注意下さい。
　中小企業両立支援助成金・女性活躍加速化助成金の情報はこちら
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/

注1）中小企業事業主とは、次の２つの要件のいずれかに該当する事業主です。

資本又は出資の額
常用労働者数

小売業
5千万円以下
50人以下

サービス業
5千万円以下
100人以下

卸売業
1億円以下
100人以下

その他の業種
3億円以下
300人以下

注2）中小企業事業主とは、常時雇用する労働者が300人以下の事業主です。


